
 

２０１５年度前期／２０１５年度後期 

東洋英和女学院大学大学院 国際協力研究科 国際協力専攻 

プログラム履修生 募集要項 

 

東洋英和女学院大学大学院国際協力研究科では、下記の要領でプログラム履修生を募集します。 

 

◎出願から受講手続き◎ 

１．募集人員 若干名 

２．出願資格 次のいずれかに該当する者 

① 大学を卒業した者 

② 大学評価・学位授与機構において、学士の学位を授与された者 

③ 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

④ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告知第 5号） 

⑤ 専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者（施行規則第

155 条第 1項第 5号） 

⑥ 研究科委員会が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者（出願資格については、

審査が必要です。対象者は、前期に出願の場合は 2015 年 1月 31 日(土)、後期に出願の場合は 

７月４日（土）までに大学院事務室へ申し出てください。） 

注: 上記③・⑥に関連する方で、外国籍を有し、在留資格が「定住者」「永住者」以外で、かつ、

外国の大学を卒業（見込）した方の場合は、【日本語能力試験<Japanese Language Proficiency Test 

略称 JLPT、日能試>】のＮ1 レベルの取得が条件となります。出願には【合格証明書（Copy 可）】

の提出が必要です。【日本語能力試験は財団法人日本国際教育支援協会・独立行政法人国際交流基

金主催の資格試験】。（ただし、日本の大学を卒業した方はこの証明書の提出は不要です。） 

 

３．出願書類  所定の期間内に、書留速達にて提出してください。 

① プログラム履修生願書（本学所定の用紙） 

② 履歴書（本学所定の用紙） 

③ 出身大学学部の成績証明書及び卒業(見込)証明書(3 か月以内発行のもの)。大学院修了者で

あっても学部の証明書が必要です。※卒業（修了）見込みで応募も可能ですが、後日、卒業

証明書を提出してください。 

④ 出願理由書（本学所定の用紙） 

⑤ 選考料振込受付証明書（本学所定の用紙） 

⑥ 受験票 

⑦「受験票」送付用封筒（封筒の表に住所・氏名を明記し、切手を貼付すること。） 

⑧ 在留カードまたは外国人登録証明書の表・裏の写し（日本に移住している外国人の場合、日

本国籍以外の方は必要です。） 

⑨ 旅券・査証の写し（日本国籍以外の方は必要です。） 

⑩ 日本語能力試験 Ｎ1レベル合格証明書の写し（上記２.出願資格の注を参照し、必要な方のみ

ご提出ください。） 

４．選 考 料 １０，０００円（本学所定の用紙による銀行振込、または ATM による銀行振込） 

※ 一旦納入した選考料は返却いたしません。 

 

 



 

５．出願期間 

２０１５年度前期生 ２０１５年２月１３日(金) ～２月１９日(木)  【消印有効】 

２０１５年度後期生 ２０１５年８月１３日(木）～８月１９日(水） 【消印有効】 

  ※ 当大学院は、セメスター制をとっておりますので、プログラム履修生の募集を学期毎（前期 

は２月、後期は８月下旬～９月上旬）に行っています。 

 

６．選考方法 書類審査及び面接審査 

７．面接場所 六本木 大学院校舎 

８．面接日時 ２０１５年度前期生 ２０１５年２月２８日(土)  11：00～（予定） 

２０１５年度後期生 ２０１５年９月  ５日(土)  11：00～（予定） 

出願受付終了後、受験票を送付します。面接当日お持ちください。 

当日は時間までに六本木の大学院校舎まで直接お越しください。なお、応募状況等により面接 

開始時間を変更する場合には、改めて通知します。 

９．合格発表 ２０１５年度前期生 ２０１５年３月 ５日(木) 発送 

２０１５年度後期生 ２０１５年９月１０日(木) 発送 

 

※ 合否結果は速達郵便にて通知いたします。(電話等のお問合せにはお答えできません。) 

10．受講手続及び費用 

合格者は、手続期間内に下記のプログラム履修生納付金(登録料、受講開始期分の受講料)を 

納入し、振込受付証明書およびプログラム履修生証用写真(縦３cm×横２．５cm)を手続期間内に 

大学院事務室宛送付してください。 

手続きを完了した合格者には、授業開始時にプログラム履修生証を交付します。 

なお、提出した手続書類や納入したプログラム履修生に係る諸費用は、原則として返還しませ 

ん。ただし、本学の都合により授業科目が開講中止、又は、受講不可能となった場合は、納付 

金の一部を返金します。期間内に手続きを完了しない場合には、受講許可を取り消します。 

なお、出願し、許可された科目は変更できません。 

①  プログラム履修生手続期間 

２０１５年度前期生 ２０１５年３月 ６日（金）～３月１２日（木）【消印有効】 

２０１５年度後期生 ２０１５年９月１１日（金）～９月１７日（木）【消印有効】 

② 登録料 １０,０００円 

③ 受講料 １単位 １０,０００円（１科目は２単位 ２０,０００円になります。） 

※登録時に納入していただく受講料は受講開始期分のみとなります。 

受講開始期以外の科目を履修する場合、受講料は当該科目の開講時にお振込みいただき

ます。 

④ 手続きが終了し、プログラム履修生となられた方には１ヶ月以内に「健康診断証明書」を

提出していただきます。 

6 ヶ月以内に医療機関にて健康診断などを受けていればその写しを、受けていない方は本

学所定の用紙にて各自受診の後提出してください。また、受講開始後３期目にも同様の手

続きをしてください。 

 

 

 



 

◎受講開始後◎ 

１．単位認定 

履修した授業科目の試験に合格したときは、単位を授与します。必要な場合は所定の申請手続 

きにより、単位取得証明書を発行します。 

※プログラム履修生として認定された単位は、履修終了後５年以内に本研究科に入学した場 

合、研究科委員会の議を経て１０単位を上限として修了単位として認められます。 

 

２．その他 

① プログラム履修生証を交付します。（本学内においては常に携帯しなければなりません） 

② 所定の申請手続きにより、在籍証明書を発行します。 

③ 通学定期券の購入、学生旅客運賃割引証の使用はできません。 

④ 本学の e-mail アカウントの取得ができます。 

⑤ 図書室の利用は可能で、図書の貸出しを受けられます。 

⑥ 規則類は原則として、本学諸規定を準用します。 

⑦ 本大学院にふさわしくない行為が認められるときは、プログラム履修生の許可を取り消す 

ことがあります。 


